
本應寺墓地管理使用規程 

（適用・目的） 

第 1 条 本應寺（以下寺という）の経営する本應寺墓地・塩田グリ

ーンガート墓地（以下墓地という）は、本應寺に帰属する檀信徒お

よびその縁故者のために供される。 

2 本規程は、墓地の管理および使用に関する基準を定め、その

管理および使用の適正を図ることを目的とする。 

（管理者） 

第 2 条 墓地の管理者（以下管理者という）は、寺の代表役員で

ある住職とする。 

（管理者の権限） 

第 3 条 管理者は本規程および責任役員の定める本應寺墓地・

塩田グリーンガート墓地管理使用規程施行細則（以下細則という）

に従って墓地を管理しなければならない。 

（墓地の使用者の資格） 

第 4 条 墓地の使用者は、寺の檀信徒および管理者が適切と認

めた仏教信者に限る。 

（墓地の申込みと承諾） 

第 5 条 墓地の使用を申込む者は、管理者に対し使用料を納め、

同時に所定の申込書を提出し、管理者の発行する承諾書を得な

ければならない。申込書・承諾書の様式は別に定める。 

2 墓地の使用を申込む者は、使用権の承継者を選定し、その者

の承諾を得なければならない。 

3 管理者が前項の申込書を受理し、その後承諾書を発行したと

きに、申込者は使用者となる。 

4 管理者が墓地の管理のため必要と認めるときは、管理者は使

用者に対し、使用上必要な措置、または、特別の条件を付すこと

ができる。 

5 墓地への墓碑の建設は管理者の承諾後 1 年以内に着工しな

ければならない。 

（使用権を返還） 

第 6条 使用権を返還するときは、承諾書を添えて管理者に届け

出なければならない。その後の処置は第 10 条 2 項および 3 項に

よる。 

2 前項の場合、いかなる理由があろうとも、使用料および維持

費は返還されない。 

（使用者の義務） 

第 7 条 使用者は、次の各号に定めるところに従って、墓地を使

用しなければならない。 

 ①焼骨を埋葬しようとするときは、あらかじめ管理者に対し、法

令に基づく火葬許可証、改葬許可証を提出し、管理者の許可をう

けなければならない。 

 ②使用者は、管理者の指定した区画を使用し、その区画を他人

の区画と区分し、自己の費用で墓碑およびその他の工作物を設

置し、その保全に当たるものとする。 

 ③墓碑およびその他の工作物の設置および変更、改造、移転に

ついては、事前に管理者の承認をうけなければならない。 

 ④埋葬及び安置できるのは焼骨に限る。 

 ⑤使用者は、細則に定めるところにより本應寺墓地・塩田グリ

ーンガート墓地維持費（以下墓地維持費という）を納入しなけれ

ばならない。 

 ⑥物価の変動等により墓地維持費が不均衡になったときは、管

理者においてこれを変更することができる。 

（違反行為による使用契約の解除） 

第 8 条 使用者が次の各号のいずれかに該当したときは、管理

者は使用者に対しその使用契約を解除することができる。 

 ①一般的な典礼や儀式および慣行を無視し、または妨げたと

き。 

 ②他の使用者及び近隣の迷惑になるような行為をしたとき。 

 ③使用者が仏教以外の宗教に改宗したとき。 

 ④使用者が使用権を第三者に譲渡、または転貸したとき。 

2 使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、管理者は相

当の期間内に履行または改善もしくは除去を指示することがで

きる。なお、使用者が指示に従わないときは契約を解除すること

ができる。 

 ①墓地以外の目的に使用するとき。 

 ②土葬するとき。 

 ③禽獣を埋葬するとき。 

 ④3 年以上墓地維持費の納入を怠ったとき。 

 ⑤正当な事由なく 3 年以上連絡が取れなくなったとき。 

 ⑥墓地内の墓碑およびその他の工作物が倒壊、破損その他修

繕を要する状態にあるとき。 

（使用の承継） 

第9条 使用者が死亡したときは、民法897条に定める者がその

地位を承継する。使用権の承継者は相続人全員の同意を得て、管

理者に対し遅滞なくその旨を届出なければならない。 

（管理権に基づく措置） 

第 10 条 管理者が、公用収用のため、または整備その他の必要

のため、使用者に対して改葬を求めたときは、使用者はこれを拒

んではならない。 

2 本規程第 8 条により使用契約が解除されたときは、使用者は

直ちに墓地上の墓碑その他の工作物を撤去する等原状に復して、

管理者に返還しなければならない。 

3 使用契約を解除された後 2 年以内に使用者が前項の手続き

を完了しないときは、管理者はその使用権の係る墓地の改葬の

手続きをすることができる。 

（規程の改廃） 

第 11条 本規程の改廃は、寺の責任役員会の議決を経て行う。 

（不可抗力による自己の責任） 

第 12 条 天変地異、樹木の倒壊等その他の不可抗力による使用

者の損害は、全て使用者の負担とする。 

2 第三者の故意・過失による損害については、寺や管理者はそ

の責を負わない。 

（規程に定めない事項） 

第 13 条 前各条に定めない事項が生じた場合については、法令

の定めるところによる。 

（規程の改定） 

第 14 条 将来「墓地埋葬等に関する法律」等が改正された時は

この規程も改訂することがある。 

付則 

1 本規程は平成 17 年 4月 1日より施行する。 

本應寺墓地・塩田グリーンガート墓地管理使用規程施行細則 

第 1 条 本細則は本應寺墓地・塩田グリーンガート墓地管理使用

規程（以下規程という）第 3 条にもとづき定められたものである。 

第 2 条 規程第 7 条 5 号の墓地維持費は、寺の責任役員会の定

めるところにより、毎年管理者が指定する期日までに支払う。 

付則 

1 本細則は平成 17 年 4月 1日より施行する。 


